
・空き家の実態調査 平成２９年度実施 

＜平成２８年６月  第２回定例会 一般質問より＞ 

◆１３番（山本みちよ君） 

空き家対策の推進についてお伺いいたします。 

平成 25年住宅・土地統計調査によりますと、立川市の空き家は 9,010戸、そし

て、その 17％に当たる 1,550戸が腐食、朽ち果てるといったようなものや破損

がある住宅とされております。今後も増加が予測される空き家の対策について

は、これまでにもさまざまな形で取り上げ、提案もしてまいりました。 

地域を回っていても、適正な管理がされているとは言いがたい空き家の周辺に

お住まいの方たちからは、放火や不審者の出入りといった防犯上の心配の声、

そして小動物のすみつきや樹木繁茂など環境衛生上の悪化に対するお声を多く

ちょうだいいたします。 

今定例会には「立川市空き家等の適正管理に関する条例」の制定に関する請願

も提出されました。こうした請願が提出される背景には、昨年公布された空き

家対策特別措置法の制定を受け、市民の理解、関心が高まったこととあわせ、

必要性を感じられた市民の皆さんからの請願提出であると拝察いたします。 

また、空き家に対する条例については、多摩 26 市を見ましても、新たに昨年 12

月に町田市、ことし７月には多摩市と、空き家等の適正管理に関する条例の制

定は着実に進んでおります。こうした状況を鑑み、立川市としても、ぜひとも

立川市空き家等の適正管理に関する条例制定に向けての積極的な取り組みを、

冒頭ではございますが、要望させていただき、質問に入らせていただきます。 

まず、立川市の空き家の実態調査についてでありますが、立川市第３次住宅マ

スタープランの中で、 

利活用可能な空家については、地域の宝として、有効活用するための仕組みを

検討します。具体的には、所有者や地域の協力を得ながら、空家の実態把握に

取り組みます。 



－－とあります。今後の具体的な取り組みを進めていくためにも、現状を把握

することはその第一歩であります。 

そこで、お伺いいたします。 

立川市における空き家の現状把握はどこまで進んでおられるのか、お示しくだ

さい。 

また、空き家の現状調査の必要性についてどのように考えておられるのか、お

伺いいたします。 

次に、空き家に関する相談や活用を含めた対策のための相談窓口の一本化を図

れないかについてお伺いいたします。 

空き家には、活用できる空き家と、いわゆる危険な空き家と言われるものがあ

ります。これまで本市の対応は、活用できる空き家は住宅課、危険な空き家は

生活安全課、樹木などの繁茂や小動物などの対応は環境対策課といったように

各課に分かれて行っていると認識しております。今後、増加が予想されます空

き家対策についての相談窓口を、市民の利便性を考えて一本化すること、また

庁内体制の連携整備などが求められてくると考えます。 

そこで、お伺いいたします。 

本市の空き家対策の相談窓口の現状をどのようにお考えになっておられるのか、

お示しください。 

 

◎市長（清水庄平君） 

空き家の利活用についてであります。 

このことにつきまして、空き家の活用の検討をしていく上では、まずは実態の

調査が必要だと考えております。 

本市では、平成 25年の住宅・土地統計調査において 9,010戸の空き家があると

なっておりますが、まだ悉皆調査は行っておりません。改定した第３次住宅マ

スタープランでも、空き家実態調査は推進する施策になっておりますので、今

後調査の方法等、実施に向けて検討していきたいと考えております。 



次に、空き家に関して、窓口体制についてでありますが、現状、生活安全課、

住宅課、環境対策課及び建築指導課が苦情や相談、利活用等、それぞれの所管

ごとに、また必要に応じて庁内連携を図りながら対応しております。当面は、

現在の体制の中で可能な限り迅速に、かつ適切に対応してまいりたいと考えて

おります。 

 

◆１３番（山本みちよ君） 

空き家対策の推進についてお伺いいたします。 

今、実態調査、市としてはまだ正確なものは持っていないというような御答弁

だったかと思います。今年度、空き家対策に対する予算措置としては計上され

ていないというふうに認識しております。私は、これからふえ続けていく可能

性の高い空き家への対策として、今の段階から現状を把握し、危険空き家にし

ない予防措置の対象としても実態調査を進めていく必要があると、このように

考えております。 

今年度、実際問題予算がつかないといった中でありますけれども、空き家対策

について、立川市ではどのような取り組みを進めていかれるおつもりなのか、

お示しください。 

 

◎市民生活部長（渡辺晶彦君） 

今年度につきましては、実態調査に向けて、まず先進市がどのような形で、事

例研究をやっているのか、また不動産業者など関係する民間団体とどのような

形で協力できるのかという、そういう検討、それから委託の業務の内容をどう

いうふうにするのか、我々庁内の中でフィルターにかけられるような部分があ

るのかどうか、そういう内容で検討を進めていく予定でございます。 

 

 

 



◆１３番（山本みちよ君） 

さまざまな調査を始めていくということでございますけれども、例えば委託を

されるということでありましたが、この委託といったものはどんなものを想定

されているんでしょうか。 

 

◎市民生活部長（渡辺晶彦君） 

委託の業務の内容についてですが、一般的には市内全域、これは悉皆調査にな

りますので、実態調査をする場合の調査の仕方、またデータベースの整備、そ

れから所有者の意向の調査等が考えられますが、詳細は、どのような方法があ

るか、いろんな方法がありますので、内部でもう少し検討して進めていきたい

と思います。 

 

◆１３番（山本みちよ君） 

わかりました。 

次、空き家台帳にどのようなことが記載されるのかなとか、どんなふうに使わ

れるかなとお聞きしようと思いましたが、そこまでもまだこれからということ

になるのかと思いますので、これは割愛させていただきます。 

先ほども述べましたが、今後の具体的な取り組みを進めていくには、まずは現

状調査で空き家の実態を把握しなければ何事も進まないのではないでしょうか。

今年度、先ほど部長からお答えいただきましたけれども、そうした中でできる

準備をするということでございます。着実に進めていただきたいと思います。 

また、現在までに寄せられた市民の皆さんの要望や近隣市の動きを見たときに、

立川市としてもこの空き家対策に本腰を入れていく必要があると、このように

考えます。 

そこで、来年度しっかりと予算立てをしていただき、まずは空き家の実態調査

や空き家台帳の作成などに取り組むべきと考えますが、いかがでしょうか。理

事者の答弁を求めます。 



◎副市長（大霜俊夫君） 

空き家の問題については、特定空き家の問題あるいはそういうところまで至っ

ていない空き家というようなことで、市内に 9,000 戸ぐらいあるということは

認識しているわけですけれども、それを悉皆調査してどのようにしていくかと

いうのは、国も含めて大きな内容にはなろうと思いますので、できるだけ早期

に、補正予算云々ということよりも、仕様をどうするかというようなことを含

めて検討して、しかるべき時期にはきちんと予算計上して調査に望んでいきた

いというふうに考えてございます。 

 

◆１３番（山本みちよ君） 

実態調査に向けて進まれるということはわかりますが、具体的にどのくらいを

めどにとかといったようなお考えはお持ちなんでしょうか。 

 

◎副市長（大霜俊夫君） 

実際に空き家ということで調査をして、それをどういうふうに分類して、市の

施策としてどういうふうな形になるのかというようなことは、空き家というも

のに求められている状況というのが、特定空き家ならば割合簡単に整理できる

というふうには思っているわけですけれども、それ以外の空き家について具体

としてどういうような将来展望を持つかということによっては、調査手法の深

さ、深度が違ってきてという問題が出てくると思います。その辺は、他団体、

先進自治体等の状況を調べまして、それほどそこに時間がかかるというふうに

は考えてございませんので、いつといって、来年度予算というふうに、そこま

でのことが言えればいいんですけれども、そこまで言えるような状況ではない

と思っておりますので、来年度予算編成に向けてはしっかり議論していきたい

というふうに考えてございます。 

 

 

 



◆１３番（山本みちよ君） 

将来の本格的な空き家増加に備えるためにも、その第一歩となる空き家の実態

調査、速やかに行っていただきますよう要望とさせていただきます。よろしく

お願いいたします。 

続きまして、空き家に関する相談や活用を含めた対策のための相談窓口の一本

化を図れないかということで、御答弁をいただきました。 

先ほど来お話がありますように、いわゆる危険な空き家と言われるものと、活

用していける空き家といったものに分類されるということで、現在、市民の方

から寄せられる相談内容は、ほとんどが危険な空き家に対するものが多いので

はないかと、このように感じているところであります。しかし、今後ずっと進

んでいったときに、活用できる空き家といったものに関する考え方も成熟して

いったときには、この活用に対する相談といったものも増加するのではないか

と思います。 

そこで、お伺いいたします。 

今後のあり方として、庁内の体制、例えば空き家対策課といったような部署を

つくるなどといったような一本化を考えることについてどのようにお考えにな

るか、お示しください。 

 

◎市民生活部長（渡辺晶彦君） 

窓口の一本化ということで、今、議員おっしゃいましたように、現在、市民生

活部の中の住宅課と、それから生活安全課、それから環境対策課、また税部門

のところも関連して、それぞれ対策をとっているという状況でございます。 

空き家に関しては、大きな社会問題としての取り組みが必要になるかというふ

うに思っております。それらに適切に対応するにはどういう体制が必要なのか

というのは十分検討していかなければならないというふうに思っていますし、

今後、市の空き家施策の方向性とあわせて検討は進めていきたいというふうに

考えております。 

 



◆１３番（山本みちよ君） 

大変多岐にわたる部門がかかわるということは理解しております。そうした中

にあっても、やはり市民の立場、利便性から考えますと、ここに相談すればい

いんだなということがわかるという体制は必要ではないかと思いますが、そう

した意味での窓口の一本化といったものに対してはいかがでしょうか。 

 

◎市民生活部長（渡辺晶彦君） 

空き家の案件については、複数の所管部署にまたがっていますし、それぞれ対

応が必要になる場合というのもあると思います。市民の方にとってみれば、や

はり煩雑になるというふうに感じることも考えられますが、一般的に特定の空

き家、危険な空き家ということでしたら市民生活部ですので、生活安全課のほ

うに来ていただければ、対応というのはとれるというふうに思っております。

それ以外の住宅に関する、また空き家に関する相談窓口というのはまだはっき

りとはしていないんですが、一応住宅課に住宅相談係というのがありますので、

第一義的にはそちらのほうに来ていただくことになるのかなというふうに考え

ております。 

 

◆１３番（山本みちよ君） 

現状では今の体制でいかれるということでございますので、ぜひとも市民の方

が迷わないような、また適切な丁寧な対応を心がけていただきたいことを要望

とさせていただきます。 


